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６
月
４
日
〜
10
日
は

歯
と
口
の
健
康
週
間
で
す

歯
と
口
の
健
康
週
間
で
す◆

歯
周
病
に
よ
る
体
へ
の
影
響

　
歯
周
病
が
悪
化
・
進
行
す
る
と
お

口
の
中
の
歯
周
病
菌
が
体
の
中
に
入

り
、
全
身
の
病
気
を
引
き
起
こ
す
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
歯
周
病
を
予
防
・
治
療
す
る
こ

と
は
病
気
の
予
防
に
も
つ
な
が
る
の

で
す
。

（
歯
周
病
が
引
き
起
こ
す
病
気
）

糖
尿
病
・
肺
炎
・
心
臓
病
・
脳
卒
中
・

認
知
症
な
ど

　
お
口
の
健
康
と
体
の
健
康
を
守
る
た

め
に
生
活
習
慣
を
整
え
ま
し
ょ
う
！

　
そ
の
た
め
に
は
、
健
康
診
断
、
歯
周

病
検
診
を
定
期
的
に
受
診
し
病
気
を
予

防
し
ま
し
ょ
う
！

　40歳、50歳の 
方には歯周病検診
の受診券を送って
います。ぜひご活用 
ください。

〜
認
知
症　

み
ん
な
の
笑
顔
で　

支
え
よ
う
〜

助
成
対
象
者
は
？

高
島
市
に
住
所
が
あ
る
概
ね
65
歳

以
上
の
認
知
症
高
齢
者
（
若
年
性

認
知
症
の
方
を
含
む
）
で
、
行
方

不
明
に
な
る
恐
れ
の
あ
る
方
。

※
「
認
知
症
（
疑
い
）
の
方
の
一

人
歩
き
（
徘
徊
）
に
対
す
る

事
前
登
録
」
が
必
要
で
す
。

※
病
院
入
院
者
、
介
護
保
険
施
設

な
ど
の
施
設
入
所
者
は
除
き

ま
す
。

※
平
成
30
年
４
月
以
降
の
新
規
の

契
約
者
に
限
り
ま
す
。

助
成
内
容
は
？

位
置
探
索
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
）

の
初
期
導
入
費
用
（
加
入
料
金
・

　
市
で
は
、
認
知
症
で
行
方
不
明
に
な
る
恐
れ
の
あ
る
方
の
情
報
を
事
前
に

登
録
（
申
出
制
）
し
、
日
頃
の
見
守
り
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
行
方
不
明

時
に
地
域
の
方
々
や
、
警
察
な
ど
と
連
携
し
早
期
発
見
・
保
護
の
体
制
を
整

え
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら
は
、
認
知
症
高
齢
者
位
置
探
索
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
）
利
用

助
成
事
業
を
開
始
し
、
行
方
不
明
時
に
よ
り
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
に
よ
り
、

認
知
症
の
方
や
ご
家
族
の
方
へ
の
支
援
を
充
実
し
て
い
き
ま
す
。

認
知
症
高
齢
者
位
置
探
索
シ
ス
テ
ム

（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
）
利
用
を
助
成
し
ま
す

充
電
器
な
ど
）
を
助
成
し
ま
す
。

※
月
ご
と
の
利
用
料
と
位
置
検
索

利
用
料
な
ど
は
自
己
負
担
と
な

り
ま
す
。

助
成
申
請
の
手
続
き
方
法
は
？

最
初
に
、
地
域
包
括
支
援
課
職
員

が
聞
き
取
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
歯
と
歯
ぐ
き
は
健
康
で
す
か
？

　
年
に
１
～
２
回
は
定
期
的
に
歯
科
検

診
を
受
け
て
、
歯
と
歯
ぐ
き
の
健
康
を

守
り
ま
し
ょ
う
。

意
外
と
知
ら
な
い

生
活
習
慣
と
歯
周
病
の
関
係

◆
歯
周
病
の
原
因
と
な
る
生
活
習
慣

▼
喫
煙
・
ス
ト
レ
ス

　
　
歯
肉
の
血
行
不
良
を
引
き
起
こ

し
、
抵
抗
力
を
低
下
さ
せ
ま
す
。

▼
食
習
慣

　
　
不
規
則
な
食
生
活
は
、
歯
周
病

の
原
因
で
あ
る
プ
ラ
ー
ク
を
増
殖

さ
せ
や
す
く
し
ま
す
。

問高島市民病院　 （36）0220

問保険年金課　　　 （25）8137
　大津年金事務所　 077（521）1789とるからあ国 保 年 金

　平成 30 年４月分から平成 31 年３月分まで
の国民年金保険料は、月額 16,340 円です。
　保険料は、日本年金機構から届く納付書で、
金融機関・郵便局・コンビニで納めることがで
きます。また、クレジットカードによる納付や
インターネットなどを利用しての納付、そして
便利でお得な口座振替もあります。

納付期限は…
　各月の国民年金保険料は、その月の翌月末が
納付期限です。※月末が休日の場合、翌営業日
が納付期限になります。
　保険料は、各月の納付書に記載のある「納付
期限」までに納めてください。

まとめて前払いでお得に納付
　日本年金機構から届く納付書には、各月の納
付書以外に「まとめて前払い」すると保険料が
割引になる前納用納付書が同封されています。
　前納用納付書は、納付書に記載のある「使用
期限」を経過すると使用できませんので、ご注
意ください。

　国民年金は老後を支える終身保障です。
　また、障害基礎年金や遺族基礎年金の支給も
あります。
★障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るため

には、障害の程度や遺族の範囲などのほかに、
保険料の納付要件があります。保険料の納め
忘れにご注意ください。

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

かかりつけ医を受診された
患者さんがより専門的な医
療が必要な場合、高島市民
病院へ紹介いただき、適切
な医療を提供します。症状
が安定すればかかりつけ医
に引き継ぐことで住み慣れ
た地域で安心して暮らして
いただけるよ
う切れ目のな
い医療を提供
します。

二次救急医療機関として
の、24 時間の救急体制を
とっています。

高島市民病院に入院され
る間も、かかりつけ医の
先生が当院の医師と共同
して治療を行う事ができ
る開放型病床を設けます。

地域の医療従事者を対象
に、資質向上のため、複
数の職種による研修会や
症例検討会を開催します。

かかりつけ医からの依頼を
受け、ＣＴやＭＲＩなどの
医療設備を
用いた検査
を実施して
います。

　
高
島
市
民
病
院
は
、３
月
27
日（
火
）

に
滋
賀
県
知
事
か
ら
「
地
域
医
療
支

援
病
院
」
の
承
認
を
受
け
ま
し
た
。

　
患
者
さ
ん
の
定
期
的
な
診
察
や
投

薬
な
ど
、
日
常
の
健
康
管
理
は
地
域

の
か
か
り
つ
け
医
に
て
行
い
、
入
院

や
専
門
的
な
検
査
・
手
術
な
ど
が
必

要
な
場
合
に
は
地
域
医
療
支
援
病
院

で
あ
る
高
島
市
民
病
院
が
行
う
な

ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
機
能
と
役

割
を
分
担
し
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
適

切
な
医
療
を
提
供
で
き
る
よ
う
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

「
地
域
医
療
支
援
病
院
」
と
は

　

紹
介
患
者
に
対

す
る
医
療
提
供
、

医
療
機
器
等
の
共

同
利
用
の
実
施
な

ど
を
通
じ
て
、
第
一
線
の
地
域
医
療

を
担
う
、
か
か
り
つ
け
医
を
支
援
す

る
能
力
を
備
え
、
地
域
医
療
の
確
保

を
図
る
病
院
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
構

造
設
備
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
、

都
道
府
県
知
事
が
個
別
に
承
認
す
る

も
の
で
す
。

かかりつけ医との連携救急医療体制

登録医との共同診療

研修会の実施

医療機器や設備の

共同利用

「
地
域
医
療
支
援
病
院
」
の
承
認
を
受
け
ま
し
た

「
地
域
医
療
支
援
病
院
」
の
承
認
を
受
け
ま
し
た

「
地
域
医
療
支
援
病
院
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承
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を
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ま
し
た
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kenko@city.takashima.lg.jp


